
書式第12号 (法第28条関係)

令和 4年 度  事 業 報 告 書

令和4年 4月  1日から  令和 5年 3月 31日 まで

NPO法人すくすくはあと

事業の成果
令和4年度は、ペアレントメンター事業に関しては、すくすくキツズ家族会の会員増強を図つた。

障害児通所支援事業は、令和 5年 3月にすくすくキツズ第二を開所した。それにより、利用者の

受け入れ数が増加し事業が安定した。
障害児相談支援事業および特定相談支援事業については、7月 に開設をした。

その他目的を達成するために必要な事業については、ライト・イツト・アツプ・プルー東村山を開催した。

研修・研究事業として、精神保健福祉学会にて発表を実施した。

1

2 事業の実施に関する事項
特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【44,358】 千円)

定款に記載
された

事業名
事 業 内 容 日 時 場 所 従事者

人 数 驀
受益対象

者人 数

事業費

(千円)

ペアレントメ
ンター事業

すくすくキッズ家族会 年 10回 すくすく
キッズ

2 当時者家族 50名 0

児童福祉法に
|

規定する障謝
児相談支援割
業    |

児通所支援利用者の′

の状況や環境、また|

用保護者の意向など

慮し障害児支援利用
案の作成等を行う「

児支援利用援助」と、

支援開始後に、一

期間ごとに利用計画 |

切であるかどうかの

タリングを行い見直
の援助を行う「

児支援利用援助」の
つの事業)

7月開設 すくすく
相談室

2 療育の必ヨ
がある児童

|

1名/日 2,943

|

定する障
通所

に基づき主に

児の発達を支援する
)

継続事業
3月新規開設

すくすく
キッズ
すくすく
キツズ
第二

5 療育の必要
がある児童

10名 /日 9,727

継続事業
3月新規開設

すくすく
キッズ
す<す く
キッズ
第二

5 の 必

ある児童
0名 /日 31,687



障害サー日
スの必要の
ある障害者

|

0名/日すくすく
相談室

7月開設
法に基づく
定相談

相談支援 :障害者等
祉に関する各般の問

こつき、障害者等の保
又は障害者等の介護
う者からの相談に

じ、必要な情報の提供
助言を行い、併せてこ

らの者と市町村及び

障害福祉サービス事
等との連絡調整その

厚生労働省令で定め

宜 を総合的に供与

.計画相談支援 :障
サービスの支給決定

は支給決定の変更前に、
―ビス等利用計画案を

成します。支給決定
ま変更後、サービス事

等との連絡調整の上、
―ビス等利用計画の

を行います。支給決
は、一定期間ごとに

タリングを行います。)

る。

東村山市民 300名久米川駅ヨU
口前広場 |

2022」手4月 1日

に必要な事業

の

するた プ・ブルー東村山202
(自 閉症・発達障害の
イベント:会場を自
・発達障害啓発シン
レカラーのブルーで
り、自閉症や発達障害を
つてもらう一助としま

・ ア ッイ ト・ イツ

し



令和4年 4月 1日 から 令和 5年 3月 31日まで

NPO法人 すくすくはあと

科 目 金 額
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10,756.6“
35,038,996
3.254.537
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i07.041

49.050,167

50,000
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0

747.827

23,187.795
3,051,544
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17,598
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15.411.905
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43.420
33.050

396.000
50,000
80,000
62,640
2,350

296,200
53,498
20,000
2,142

66.408
2.240.469
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.358.239

5.017.270

579,976
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0

7_1フ 0.776

受取寄附金
施設等受入評価益
受取助成金等
受取民間助成金
事業収益
児童発達支援事業収益
放謀後等テ・イサーヒ・ス事業収益
障害児相談支援事業収益

ξa紺督
益

受取配当金
雑収入

経常収益針
Ⅱ 経常費用
1 事業員

(:)人件■
給料手当
賞与
法定福利費
福利厚生費
退口給付引当金繰入額
人件費計

(2)その他経費
図書研修費
支払手数料
広告宣伝費
交際費
会鷹費
荷造運賃
旅費交通費
通信費
消耗品費
車両■
水道光熱貴
諸会■
減価償却費
地代家賃
賃借料
保険料
雑■
その他経費計

事業■計
2 管理費

(1)人件■
役員報酬
法定福利費
人件贅計

(2)そ の他経費
採用■
広告宣伝費
交際費
会議■
旅費交通費
通信■
消耗品費
諸会■
地代家賃
福利厚生貴
保険料
租税公課
支払報酬料
支払手数料
寄附金
雑■
支払利息
その他経費計

管理■計
経常費用針

当期経常増減額
皿 経常外収益

経常外収益計
Ⅳ 経常外費用

経常外費用計
税引前当期正味財産増減額
法人税、住民税及び事業税
当期正味財産増減額
前期繰越正味財産額
次期損越正味財産額

正会員受取入会金
賛助会員受取会賣

■
）
　

●４

2 受取寄附金

I 経帯収益
1 受取会費

正会員受取会費



書式第15号 (法第28条関係)

令和

令和

4年度 貸借対照表

5年 3月 31日現在

NPO法人 すくすくはあと

(単位 :円 )

科 目 金 額

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

売掛金

流 動 資 産 合 計

2 固定資産

(1)有形固定資産

建物

車両運搬具

什器備品

有形固定資産計

(2)無形固定資産

無形固定資産計

(3)投資その他の資産

出資金

敷金

退職給付引当資産

投資その他の資産計

固 定 資 産 合 計

3 繰延資産

開業費

資 産 合 計

I 負債の部

1 流動負債

未払費用

役員借入金

預り金

流 動 負 債 合 計

2 固定負債

長期借入金

退職給付引当金

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

Ⅲ 正味財産の部

前期繰越正味財産

当期正味財産増減額

正味財産合計

負債及び正味財産合計

18,707,766

6,44i,243

25,149,009

11,562,296

29,546,809

3,352,320

2,574,431

2,800,265

8,727,016

10,000

2,463,000

362,280

2,835,280

365,280 365,280

4,191,017

i,000,444

494,788

5,686,249

23,860,560

23,827,“ 0

33,120

6,949,800

1,169,660

7,529,776

37,076,585



16 28

令和 4年度 財務諸表の注記
NPO法人 すくすくはあと

1.重要な会計方針
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月 20日 2017年 12月 12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によつて

います。
(1)固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。ただし、平成10年4月 1日以降に取得
した建物 (建物附属設備を除く)並びに平成28年 4月 1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額
法を採用しております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定によつております。

(2)施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

該当なし

(3)ボランテイアによる役務の提供
該当なし

(4))肖責税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によつています。

2.事業別損益の状況

正会員受取会費
正会員受取入会金
賛助会員受取会費
受取寄附金
受取助成金等
事業収益
その他収益

経常収益計
Ⅱ 経常費用
(1)人件費

給料手当
賞与
法定福利費
福利厚生資
退職給付引当金繰入額
人件費計

(2)その他経費
採用貴
図書研修費
支払手数料
広告宣伝費
開業費償却
交際費
荷造運賃
旅費交通費
通信費
消耗品費
車両費
水道光熱費
諸会費
減価償却費
地代家賃
賃借料
保険料
会議費
支払手数料
租税公課
支払報酬料
寄付金
雑費
支払利息

257
862

1

3611

1,2071

21

nl
UI

2.

0

112

1,191

5,113
120

322
12

2,257
4,359

123

212

2

0

0

0

01

7891

01

0

256

0

35

0

50
43

33

0

0

396
0

50

0

62
2

53
2

296

20
2

3611

1,207
259

0

38

0

162

1,234
5,146

120

322
408

2,257
4,409

123

275

5

53
2

296

2

80

850

3,652
86

230

8

1,612

3,114
88
152

1

7

79

339

8

21

1
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289

8

14

1
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「
1● 1放課後等デイ

サービス事業

障害児相談
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事業部門計児童発達
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[単位 :千円 〕



その他経費計
経常費用計

当期経常増減額

0221■■■臣四 |■■□□四 ■■■□田■■■■亜団■■■■]団
■■■曖曰四■■‐ I硼■■■愛コ■■■璽E団■■■■回口■■■四震田
■■■■□□■■■Eコ四   ■■■ロコ



令和 4年度  財産目録
令和 5年 3月 31日現在

NPO法人 すくすくはあと
(単位 :円 )

科 目 金 額

30,000

8,509,285

6,066,755

3,000,788

1,002,038

98,900

6

“

1 243

202,000

54,315

1

1,421,000

1,122,949

3,352,320

722,084

1,852,347

362,280

iO,000

648,000

1,800,000

15,000

2,835,280

25,149,009

11,562,296

365,280 365,280

37,076,585

5,686,249

23,860,560

29,546,809

3,120,819

139,628

100,444

280,169

1,000,444

3,818.500

20,008,940

33,120

57,960

284,655

152,173

549,9

I 資産の部

1 流動資産

現金預金

手元現金

西武信用金庫普通預金

西武信用金庫普通預金

西武信用金庫普通預金

ゆうちよ銀行普通口座

ゆうちょ銀行振替口座

売掛金

流 動 資 産 合 計

2 固定資産

(1)有形固定資産

建物

造作

什器備品

療育機器 (ス ヌーズレン)

療育機器 (スープリウムヴィジヨン)

レゴキツト

療育機器 (アネビー)

エアコン

車両運搬具

ワゴンR

セレナ

有形固定資産計

(2)無形固定資産

無形固定資産計

(3)投 資その他の資産

退職給付引当資産

出資金(西武信用金申 )

敷金 (す くすくキッズ事業所 )

敷金(すくすくキッズ第二事業所)

敷金(かどや建設駐車場 )

投資その他の資産計

固 定 資 産 合 計

2 繰延資産

開業費 (す くすくキッズ事業所)

資  産  合  計

Ⅱ 負債の部

1 流動負債

未払費用

未払給与(3月締め分)

未払法定福利責(3月 分)

楽天市場

Askul
Masterカ ード

役員借入金

預り金

退職金預り金

源泉所得税

雇用保険

流 動 負 債 合 計

2 固定負債

退職給付引当金

長期借入金

日本政策金融公庫

西武信用金庫

固 定 負 債 合 計

負 債 合 計

正 味 財 産 ■■回□鷹□

■■□□田



書式第 18号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和4年度年間役員名簿 (前 口業年度において役員であつたことがある全員の氏名及び住所又は居所並

びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿)

NPO法人 すくすくはあと

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

□以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係 )

日各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係 )

2 役員一覧

役 名
どちらかに○

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間
(該当者のみに記入)

氏   名

1
監事

ツチサ・キ ユキI 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

令和

令和

4年 4月 1日

5年 3月 31日土崎 幸恵

2 監事
サカイ タカユキ 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

令和

令和

4年 4月 1日

5年 3月 31日酒井 隆行

3 監事
サクライ ヒサI 令和 4年 4月 1日

令和 5年 3月 31日

年  月  日

年  月  日櫻井 久恵

4 鷹曇買ゝ監事
ヽ中′

ミヤタ キミ] 令和

令和

4年 4月 1日

5年 3月 31日

年  月  日

年  月  日宮田 公子

5

′
由
、

理事・電監事J
ー

キタシ
・マ トモヒロ 令和

令和

4年 4月 1日

5年 3月 31日

年  月  日

年  月  日北島 朋博

6 理事
]シ
・マ ]ウシ

｀
令和

令和

4年 4月 1日

5年 3月 31日

年

年

月

月

日

日小島 孝司

7

年

年

月

月

日

日

年

年

月

月

日

日

8

年

年

月

月

日

日

年  月  日

年  月  日

9

年

年

月

月

日

日

年

年

月  日

月  日

10
年  月  日

年  月  日

年

年

月  日

月



書式第4号 (法第 10条関係)

社員のうち10人以上の者の名簿
令和 5年 3月 31日現在

NPO法人すくすくはあと

氏   名

1
土崎 幸恵

2 櫻井 久恵

3 北島 朋博

4 酒井 隆行

5
菊間 啓真

6 菊間 未晏

7 菊間 章紘

8 岡野 孝之

9

小島 考司

10

宮田 公子

11

12




